


住宅資金融資規程


（目　　的）
第１条　　この規程は、正社員が自ら居住する住宅の取得に要する資金の一部について、勤労者財産形成促進法（以下「財形貯蓄」という）に基づく提携金融機関からの斡旋融資（以下「財形斡旋融資」という）を受けることにより、持ち家促進を助成することを目的として定めたものである。

（融資資格）
第２条　　融資を受けることができる者は次の各号の条件をすべて具備する者とする。
1.　30歳以上で勤続満３年以上の正社員であること。ただし、25歳以上30歳未満の者で配偶者または同居の扶養親族があり、かつ世帯主であるときはこの限りではない。
2.　財形貯蓄に加入し、３年以上積み立てを行っていること。
3.　必要資金量の20％以上の自己資金を有すること。

（融資金の使途）
第３条　　融資対象となる使途は住宅の取得とする。

（対象物件の条件）
第４条　　融資対象物件は、次の各号の条件をすべて具備する者でなければならない。
1.　自己名義であること
2.　店舗・事務所・貸家等に使用する目的が含まれないこと
3.　融資申し込み日において所有権の保存登記が完了していないこと

（融資金の限度額）
第５条　　融資金の限度額は次のとおりとする。
1.　敷地・住宅の同時取得のとき　　 10,000 千円
2.　住宅の取得のとき　　　　　　　　5,000 千円

（融資の制限）
第６条　　融資を受けようとする者が調達する借入金総額（他からの借入金を含める）は次の各号のいずれの金額をも超えてはならず、前条より融資する金額はその範囲内とする。
1.　取得物件総価格の80％
2.　前年度年間収入の５倍
3.　年間返済額が前年度年間収入の35％

（融資金の利率）
第７条　　融資金の利率は次の各号の定めるとおりとする。
1.　財形斡旋融資は、提携金融機関の定める利率とする。

（融資金に対する利子補給）
第８条　　融資金に対する利子補給は、限度額までは年利４％を超える部分とする。ただし、補給の上限は１％とする。

（融資金の返済）
第９条　　融資金の返済は次の各号のとおりとする。
1.　返済期間
返済期間はの何れかとする。
2.　返済方法
ｱ.　融資金は、元利均等による月賦返済または月賦返済半年賦返済併用により返済するものとし、融資金交付日の翌月より、毎月の賃金及び賞与から控除する。
ｲ.　毎月の賃金及び賞与からの返済割合は融資を受ける者の選択により次のいずれかの組み合わせを決定する。なお、変更はできない。
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（繰上げ返済）
第10条　　融資を受けた者は､一括して返済する場合に限り繰上げ返済を行うことができる。

（即時返済）
第11条　　融資を受けた者が次の各号の一に該当したときは、融資金残高の全部及びそれに係わる利息を直ちに返済しなければならない。
1.　融資金をこの規程に定める目的以外に使用したとき
2.　虚偽または不正な申し立てにより融資を受けたとき
3.　第18条（遵守義務）及びその他この規程に定める事項に違反したとき
4.　融資の目的達成が不可能になったとき
5.　強制執行、仮差押、仮処分もしくは競売の申し立て、または税金の滞納処分または破産もしくは和議申し立てを受けたとき
6.　抵当物件または担保物件である建物の敷地もしくは借地権が法令の定めにより収用または使用されたとき
7.　退職したとき
　　この場合は退職金および諸給与から控除する。ただし、融資金残高の全部及びそれに係わる利息が退職金及び諸給与を上回るときは、退職金及び諸給与はすべて返済に充当されるものとする。
8.　その他会社が必要と認めたとき

（融資の申し込み及び手続き）
第12条　　融資を受けようとする者は、計画段階で会社に相談し、資金計画について了解を得た上で別表に定める「住宅資金融資申込書」及び「関係書類」を完全に整えたあと、所属長を経て総務課に提出する。
②　前項に定める書類は、融資希望日の３か月前までに提出しなければならない。

（融資の決定及び実行）
第13条　　融資は前条により提出された書類を、この規程に定めるところにより審査を行い決定する。
②　審査の結果は所属長を経て申込者に通知する。
③　融資金の交付は融資希望月の25日（当日が休日の場合は翌日）に融資申込み者の開設する金融機関の口座に振り込む。

（抵当権の設定）
第14条　　融資を受けた者は、融資金によって取得した不動産について、会社を第一位にして抵当権を設定しなければならない。

（団体定期生命保険の加入）
第15条　　融資を受ける者は融資残高について、会社を保険金受取人として会社の指定する団体定期生命保険に被保険者として加入しなければならない。

（火災保険の付保）
第16条　　この規程により融資を受けて取得した住宅については、借入金総額（他からの借入金を含む）以上の火災保険を付保し、借入金の返済完了までこれを継続しなければならない。ただし、公的金融機関の融資については順位を譲る。

（住宅資金貸付保険の付保）
第17条　　会社はこの規程により融資する財形斡旋融資の当該金融機関に対する連帯保証人として債務履行の責を負うにあたり、融資金額と同額について住宅資金貸付保険を付保する。

（遵守義務）
第18条　　融資を受けた者は融資金の返済を完了するまで会社に対して次の各号に定める義務を負う。
1.　融資金によって取得した住宅について類」を会社に提出しなければならない。
2.　住宅を新築するために融資を受けた場合は、融資後１年以内に住宅を取得しなければならない。
3.　融資金により取得した住宅について変更を加えようとするとき、または変化が生じたときは遅滞なく会社に届け出なければならない。
4.　融資金によって取得した住宅の全部または一部を第三者に譲渡もしくは賃貸し、または第三者のために担保に供してならない。ただし、その他やむを得ない事情により会社の承諾を得た場合はこの限りではない。
5.　その他会社が必要と認めたときは、その要求された書類等はすみやかに提出しなければならない。

（費用の負担）
第19条　　この規程に定める抵当権の設定、団体定期生命保険の保険料、火災保険の付保及び住宅資金貸付保険の付保に要する費用及び保険料ならびにその他の手続きに要する費用はすべて融資を受ける者の負担とする。


付　　則

第１条　　この規程は、1995年10月１日から施行する。

































（別表）
住宅資金融資関係書類

　     住宅資金融資規程第12条に定める「住宅資金融資申込書」及び「関係書類」一覧表
	
	関     係     書     類
	住宅・敷地
の同時取得
	住宅の取得

	



融


資


申


し


込


み


時

	1. 住宅資金融資申込書

2. 設計図等
   (1) 平面図、配置図
   (2) 募集パンフレット

3. 謄本等
   (1) 土地の購入の場合   土地登記簿謄本、売買契約書
   (2) 借地に建築の場合   土地登記簿謄本、建築承諾書、
                          借地契約書

4. 契約書等     斡旋融資用
   (1) 金銭消費貸借契約書、印鑑証明書
   (2) 抵当権設定契約書、委任状

5. 工事費見積書等
   (1) 工事請負契約書、工事見積書、譲渡契約書、譲渡予約書
       のいずれか１枚

6. 申込書等
   (1) 住宅資金貸付保険申込書
   (2) 特約火災保険申込書、質権設定承認請求書
   (3) 団体定期生命保険申込書兼告知書

7. その他
   (1) 公庫合格通知書     住宅金融公庫利用の場合
   (2) 固定資産評価証明
   (3) その他会社が必要とする書類
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	1. 契約書等
   (1) 工事請負契約書または支払済領収書
   (2) 土地売買契約書

2. 謄本等
   (1) 土地登記簿謄本     所有権移転登記後
   (2) 建物登記簿謄本     保存登記後、住宅金融公庫利用の
                          場合は抵当権設定済のもの

3. 証明書等
   (1) 建物の検査済証
   (2) 印鑑証明書
   (3) 特約火災保険領収書

4. その他
(1) 火災保険質権設定承諾書     住宅金融公庫利用の場合
   (2) 写真（外部正面、内部各１枚）
   (3) その他会社が必要とする書類
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